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障害年金・遺族年金を受給していませんか？

被 扶 養 者 の 資 格 確 認 調 査 を 行 い ま し た
特別認定（扶養手当受給者以外の方の認定）の被扶養者を対象に調査を行ったところ、認定要件を満たしていないケースが見受けられました。
日頃から、被扶養者の収入要件等をご確認の上、万一要件を満たさなくなった場合は　速やかに「取消」の手続きをお願いします。

★被扶養者の収入要件について
　被扶養者の収入要件について、地方公務員等共済組合法運用方針の改正により、
一部変更となりました。
　収入要件については下表のとおりです。改めてご確認ください。

★健康保険の二重加入について
　被扶養者が就職等で、勤め先の健康保険に加入した際に、当共済組合の被扶養者取消
の手続を行っていないことで、健康保険の二重加入となっている方が多数います。

対 　 象 　 者

上記の者以外

年間収入基準

150万円

180万円

130万円

19歳以上23歳未満の者（組合員の配偶者を除く）
（その年の12月31日現在の年齢）

公的年金のうち障害を支給事由とする給付の
受給要件に該当する程度の障害を有する者

又は60歳以上の者

⬅ 令和７年10月１日から適用開始

⬅ 令和５年４月１日から適用開始

※民法の期間に関する規定を準用しているため、年齢は誕生日の前日に加算されます。　
※給与や賃金が収入限度額を超え、その理由が「事業主の人手不足」による労働時間の延長等に伴う「一時的な収入」の場合、
　所定の書類を提出することで、認定の継続が可能となります。（詳細は各所属所長あて通知済）

ここに気をつけよう！年金による取消のチェックポイント
　被扶養者の資格確認調査で取消になる事例として、特に多いのが「年金額による取消」です。
　年金を受給する際に気をつけるポイントを確認してみましょう。

当共済組合へ、被扶養者取消申告書の提出はお済みですか？

　提出された「被扶養者取消申告書」により、当共済組合に登録されている被扶養者の資格情報について、
取消（資格の喪失）の情報をデータに入力し、更新します。
　この喪失データの入力が完了しないまま、他の健康保険や、国民健康保険へ新規に加入した場合、前の
資格喪失（取消）の情報が取り込まれていないため、医療機関等では最新の資格情報を確認できず、受診で
きないことがあります。
　受診が可能な場合も、後日、前に加入していた保険者より、総医療費の７割又は８割分が本人に請求さ
れることがありますので、お気を付けください。　

65歳を迎えたことで年金が増加していませんか？
４月の年金増額改定によって年金額が収入基準額を超過していませんか？
　公的年金の受給、又は年金額の改定による取消日は、年金受給者が事実を知り得た日、つまり
年金証書や年金額改定通知書等を受け取った日となります。年金送金日ではありませんので、ご
注意ください。

　障害年金・遺族年金は収入に含まれますが、非課税のため、所得証明書に金額が表示されません。
受給されている被扶養者がいる場合、支部への自己申告を忘れないようお願いします。

企業年金・個人年金・財形年金等を受給していませんか？
　個人年金等も収入に含まれます。（一括で受け取る場合を除く）必要経費等も含めた金額を収入
としてみることとなります。

最近子供が就職した・・・

妻がアルバイト先で
健康保険に加入した・・・

★共済組合からのお願い★
★資格確認の添付書類について
　資格確認や取消申告書の添付書類については、金額や事実発生日確認のための大事な書類となります。今
回の資格確認では、給与や賃金がある場合、１年分の給与支払状況を確認しています。特に「給与明細書」、「年
金証書」、「年金決定通知書」、「最新の年金振込通知書」等は各手続きの添付書類となりますので、被扶養者の
方へ廃棄しないようお伝えください。

★認定日の遡りについて
　取消は、事実発生日まで遡りますが、認定については、その要件を備えた日から30日を超えて申告した
場合、「所属所受理年月日」での認定となり、遡ることができません。早めの手続きをお願いします。

★医療費について
　取消日以降に医療機関等で被扶養者証を使用した場合は、共済組合が負担した医療費を返還していただく
ことになります。長い期間を遡っての取消になると、医療費の返還額が高額になることもありますので、認
定要件を欠く事実が生じた場合は、速やかに取消の手続きをお願いします。

共済給付・年金グループ　短期担当　017－734－9913


